
姫路市科学技術基盤活用促進補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、産業の高度化及び活性化を図るため、科学技術基盤を利用

し、研究・技術開発を実施する市内の企業に対して、科学技術基盤活用促進補

助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、姫路市補助金等交

付規則（昭和４３年姫路市規則第６０号。以下「規則」という。）に定めるほ

か必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 科学技術基盤 放射光施設及びスーパーコンピュータをいう。 

 ⑵ 企業 本市区域内に主たる事業所を持つ法人又は個人をいう。 

 ⑶ 放射光施設 播磨科学公園都市にある大型放射光施設「ＳＰｒｉｎｇ－

８」及び中型放射光施設「ニュースバル」の共用ビームライン並びにＸ線自

由電子レーザー施設「ＳＡＣＬＡ」をいう。 

 ⑷ 放射光施設運用機関 国立研究開発法人理化学研究所、公益財団法人高輝

度光科学研究センター、公立大学法人兵庫県立大学、ＡＬＳＹ－ＯＮＥ合同

会社及びそれらに属する研究者をいう。 

⑸ スーパーコンピュータ 兵庫県内にあるスーパーコンピュータ「富岳」及

び「ＦＯＣＵＳスパコン」をいう。 

⑹ スーパーコンピュータ運用機関 国立研究開発法人理化学研究所計算科

学研究機構及び公益財団法人計算科学振興財団をいう。 

（補助金の種類） 

第３条 補助金は、放射光施設活用促進補助金とスーパーコンピュータ活用促進

補助金とする。 

 （放射光施設活用促進補助金の補助対象経費） 

第４条 放射光施設活用促進補助金の交付の対象となる経費は、企業が製品開発、

技術開発等を目的に、放射光施設を利用するための経費（補助金交付申請を行



う年度の年度末までに当該経費の全ての支払いを完了したものに限る。ただし、

市長がやむを得ないと認めるものを除く。）で、次の各号に定める経費とする。 

 ⑴ 放射光施設使用料等の放射光施設運用機関に支払う経費 

 ⑵ 研究資材に要する経費 

 ⑶ 研究装置・器具に要する経費 

 ⑷ その他前３号に規定する経費に準ずる経費で市長が必要と認めたもの 

 （放射光施設活用促進補助金の額等） 

第５条 放射光施設活用促進補助金の額は、前条に規定する経費の合計額（当該

経費に対する国又は県の補助金等があるときは、当該補助金等に相当する額を

経費の合計額から控除した額とする。）の２分の１を限度として、予算の範囲

内で市長が決定する額とする。ただし、その額は、１年度につき１００万円を

超えることはできないものとし、かつ、千円未満の端数は切り捨てるものとす

る。 

２ 放射光施設活用促進補助金は、１企業に対して１年度につき１回限りとし、

かつ、１企業の１研究テーマに対して初めて放射光施設活用促進補助金の交付

を受けた年度から起算して３年度を上限に交付するものとする。 

３ 過去又は同一年度において同一と認められる事業内容により、本市の他の補

助金の交付を受けた企業は、放射光施設活用促進補助金の交付を受けることが

できない。 

（スーパーコンピュータ活用促進補助金の補助対象経費） 

第６条 スーパーコンピュータ活用促進補助金の交付の対象となる経費は、企業

が製品開発、技術開発等を目的に、スーパーコンピュータを利用する際に要す

る経費（補助金交付申請を行う年度の年度末までに当該経費の全ての支払いを

完了したものに限る。ただし、市長がやむを得ないと認めるものを除く。）で、

次の各号に定める経費とする。 

 ⑴ スーパーコンピュータ利用料等のスーパーコンピュータ運用機関に支払

う経費 

 ⑵ スーパーコンピュータ利用に必要なソフトウエア作成又は購入にかかる



経費（ソフトウエアを自社で作成する場合の人件費は除く。） 

 ⑶ その他前２号に規定する経費に準ずる経費で市長が必要と認めたもの 

（スーパーコンピュータ活用促進補助金の額等） 

第７条 スーパーコンピュータ活用促進補助金の額は、前条に規定する経費の合

計額（当該経費に対する国又は県の補助金等があるときは、当該補助金等に相

当する額を経費の合計額から控除した額とする。）の２分の１を限度として、

予算の範囲内で市長が決定する額とする。ただし、その額は、１年度につき１

００万円を超えることはできないものとし、かつ、千円未満の端数は切り捨て

るものとする。 

２ スーパーコンピュータ活用促進補助金は、１企業に対して１年度につき１回

限りとし、かつ、１企業の１研究テーマに対して初めてスーパーコンピュータ

活用促進補助金の交付を受けた年度から起算して３年度を上限に交付するも

のとする。 

３ 過去又は同一年度において同一と認められる事業内容により、本市の他の補

助金の交付を受けた企業は、スーパーコンピュータ活用促進補助金の交付を受

けることができない。 

 （事業認定の申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、規

則第４条に基づき科学技術基盤活用促進補助金認定交付申請書（様式第１号）

に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 科学技術基盤利用計画書（様式第２号）又はこれに準ずる書類 

 ⑵ 放射光施設又はスーパーコンピュータの運用機関が利用を承認する書類 

 ⑶ 法人の登記事項証明書（個人にあっては住民票）の写し 

 ⑷ 姫路市税に係る直近年度の納税証明書（ただし、未納がないものに限る。） 

 ⑸ その他市長が必要と認めるもの  

２ 前項の場合において、申請者は、第４条又は第６条に定める補助対象経費に

消費税及び地方消費税が含まれる場合には、これに相当する額を当該補助対象

経費から減額して申請しなければならない。ただし、当該補助対象経費に係る



消費税額及び地方消費税額の仕入控除税額（以下「仕入控除税額」という。）

がない見込みの申請者（以下「適用補助対象者」という。）は、この限りでな

い。 

３ 適用補助対象者は、申請時において、仕入控除税額に係る届出書（様式第３

号）を提出しなければならない。 

（認定交付決定） 

第９条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、規則第５条に基づき、補助対象事業の認定及び交付の可否を決定す

るとともに、科学技術基盤活用促進補助金認定交付可否決定書（様式第４号）

により申請者に対して速やかに通知する。 

 （交付申請） 

第１０条 第５条第２項及び第７条第２項に定める補助金の交付にかかる２年

度目以降の申請において、申請者は規則第４条に基づき科学技術基盤活用促進

補助金交付申請書（様式第５号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

 ⑴ 科学技術基盤利用計画書（様式第２号）又はこれに準ずる書類 

 ⑵ 法人の登記事項証明書（個人にあっては住民票）の写し（ただし、第８条

第１項第３号において提出された記載内容に変更があった場合に限る。） 

 ⑶ 姫路市税に係る直近年度の納税証明書（ただし、未納がないものに限る。） 

 ⑷ その他市長が必要と認めるもの 

（交付決定） 

第１１条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、規則

第５条に基づき、補助金交付の可否を決定するとともに、科学技術基盤活用

促進補助金交付可否決定書（様式第６号）により申請者に対して速やかに

通知する。 

（計画変更の届出等） 

第１２条 補助金の交付の決定を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、

速やかに補助事業計画変更廃止（中止）申請書（様式第７号）及び変更収支見



込書（様式第８号）を作成し、市長に届け出なければならない。 

⑴ 補助事業の内容又は利用計画に変更が生じた場合 

⑵ 補助事業を中止し、又は廃止した場合 

⑶ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る内容を審査

し、承認することが適当であると認めるときは、その旨を補助金事業計画変更

・廃止（中止）承認通知書（様式第９号）により、補助金の交付の決定を受け

た者に通知するものとする。 

 （調査等）  

第１３条 市長は、必要に応じ補助金の交付の決定を受けた者に放射光施設又は

スーパーコンピュータの利用状況等について説明を求めることができる。 

（報告書の提出） 

第１４条 補助金の交付の決定を受けた者は、規則第１２条に基づき補助事業実

績報告書（兼補助事業完了届）（様式第１０号）に次の各号に掲げる書類を添

えて、直ちに市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 収支報告書（様式第１１号） 

 ⑵ 第４条又は第６条に定める補助対象経費の支払いを証する書類 

 ⑶ その他市長が必要と認めるもの 

（仕入控除税額の報告） 

第１５条 適用補助対象者は、当該補助対象事業が完了したとき又は当該補助対

象経費に係る消費税及び地方消費税の確定申告が完了したときは、次の各号に

掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 仕入控除税額報告書（様式第１２号） 

 ⑵ 積算内訳書 

（補助金の額の確定） 

第１６条 市長は、第１４条の補助事業実績報告書（兼補助事業完了届）の提出

を受けたときは、報告書に基づき補助事業の実績を審査し、補助金の額を確定



するとともに、補助金確定通知書（様式第１３号）により補助金の交付の決定

を受けた者に対して通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１７条 前条の通知を受けた補助金の交付の決定を受けた者は、市長の定める

日までに補助金交付請求書（様式第１４号）を、市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求に基づき、補助金の交付の決定を受けた者に

対し補助金を交付する。 

（補助金等の返還） 

第１８条 適用補助対象者が、確定申告により仕入控除税額が生じた場合は、当

該仕入控除税額に相当する額を市長に返還しなければならない。 

 （補則） 

第１９条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 姫路市放射光施設利用促進補助金交付要綱（平成１３年４月９日制定）は廃

止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（次項において

「旧様式」という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の

様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これ

を取り繕って使用することができる。 



   附 則 

 この要綱は、令和５年６月３０日から施行する。 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



   

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 


